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私は、 と申します。 釈放された袴田さんと話

をさせて頂いたり、 外出する時に見守りの同行をさせて頂いています。

私は、 確定判決で「右肩の傷」と表現されている傷が今でもはっきりと袴田

さんの体に残っていることがずっと気になっていました。そして、 「この傷は、

本当に5点の衣類の白半袖シャツやネズミ色スポ ーツシャツの損傷と合致する

のだろうか。 」と疑問を持ちました。

袴田さんは、 現在、 拘禁症のため、 裁判についてご自身の主張や考えを表現

できる状況にはありません。 しかし、 静岡地裁が袴田さんを釈放してくれたこ

とにより、 「右肩の傷」の存在が直接確認できるようになりました。 袴田さん

が何も言えなくても、 この傷が袴田さんと事件の関係を客観的に証明してくれ

るのではないかと考え、 傷と衣類の損傷の位置関係等について測定及び検証を

行いました。

その結果を別紙の通り報告します。






















